
令 ７ 医 務 保 険 第 ４ ９ 号  

令 和 ７ 年 (202 5 年 )４ 月 ２日  

 

各医療機関の管理者  様 

 

山口県健康福祉部医務保険課長  

 

 

医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について 

 

 

 このことについて、別添のとおり厚生労働省医政局長から通知がありましたのでお知らせ

します。 
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